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静岡市清水松風荘指定管理者業務仕様書 

 この仕様書は、静岡市清水松風荘指定管理者の業務の内容等を示すもので、その要領は下

記のとおりとする。 

記 

１ 施設の設置目的・運営方針 

（１）設置目的 

   養護老人ホームは、老人福祉法第十一条第一項第一号の措置に係る者（六十五歳の者

であって環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な

もの）を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動

に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設。 

（２）運営方針 

   老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 20 条の４に定める養護老人ホームとして、

65 歳以上のものであって、環境上の理由及び経済的な理由により、居宅において養護を

受けることが困難なものを入所させ養護することを目的とし、入所者の自立した日常生

活に資する支援と社会復帰の促進を図ることを目指す。 

   

（３）目標 

   入所者満足度調査において、80％以上の満足度を目標とする。（参考：令和 6 年度 

   の入所者満足度 92.5％） 

（４）管理運営に関する基本的な考え方 
   本施設の管理運営にあたっては、市の推進する施策と相乗効果を発揮する運営に努め

るとともに、併せて次の項目を遵守すること。 
  ア 公の施設であることを常に念頭に置いて公平な運営を行うこと。 

  イ 入所者の意見を管理運営に反映させ、サービス向上に努めること。 

  ウ 効率的かつ効果的な管理運営を行い、経費の節減に努めること。 

  エ 常に善良な管理者の注意をもって管理に努めること。 

  オ 予算の執行にあたって、事業計画書等に基づき適正かつ効率的な運営を行うこと。 

  カ ごみの節減、省エネルギー等環境に配慮した運営を行うこと。 

  キ 個人情報の保護を徹底すること。 

   

２ 指定管理業務の内容 

（１）指定管理業務を行う施設 

ア 名  称  静岡市清水松風荘 

イ 所 在 地  静岡市清水区折戸三丁目 19 番 40 号 

  ウ 規  模  鉄筋コンクリート造 ２階建 
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（ア）敷地面積 3,500 ㎡ 

  （イ）延床面積 3521.79 ㎡ 

  （ウ）定  員 70 人 ただし、利用定員※を 51人とする。 

※利用定員・・・指定管理料を積算するうえで基準とする人数 

  エ 施設種別  養護老人ホーム 

  オ 建築時期  平成 19 年 10 月 

（２）指定管理者が直接行う業務 

   管理運営業務に当たっては、円滑に実施できるよう管理運営規程を作成し、それに基

づき適切に運営計画を定めて実施すること。また、施設の設置目的を達成するための主

要な業務は、指定管理者が直接実施することを原則とし、その全部又は一部を第三者に

委託し、又は請け負わせてはならない。 

   ただし、主要業務が多岐にわたり、指定管理者のみでは実施が困難であると認められ

る場合など、事前に市に承認を得た場合に限り、当該業務を直接実施することができる

専門業者等に主要業務の一部を委託することができる。 

   委託に当たっては市の例に準じ、指定管理者と受託者の責任を明確化するとともに、

公正で透明な手続により実施しなければならない。委託業者を選定する際は、市内業者

の優先的な選定、官公需適格組合を含む中小企業者の受注機会の増大について可能な限

り配慮されたい。 

   また、第三者からの再委託はできない。 

  ア 入所者に関する業務 

（ア）健康管理及び健康増進、療養看護に関すること。 

ａ 入所者には年２回以上の医師による定期健康診断を行い、これに関する記録を

保持し、またその他必要に応じて臨時に健康診断を行うこと。また病弱者等につ

いては、週に１回、緊急の場合はその都度医師の診療を受けさせること。 

ｂ 入所者の日常生活に充てられる場所は、必要に応じ、採暖のための措置を講ず

ること。 

ｃ 入所者のための健康増進事業を実施すること。 

ｄ 介護予防のためのリハビリ体操等を行うこと。 

ｅ 施設において診療及び看護を行うことが困難であると認められる場合は、適当

な医療機関に入院又は通院させること。なお、被保護者については、保護の実施

機関に連絡の上、医療扶助の適用を受ける手続きをとること。 

（イ）保健衛生に関すること。 

ａ 入所者の使用する食器その他設備又は飲用に供する水について、衛生上必要な

措置を講ずるとともに、医薬品、衛生資材及び医療器具等の管理を適正に行うこ

と。 

ｂ 施設内を清潔に保ち随時消毒するとともに、そ族こん虫の駆除及び年２回以上



3 
 

の大掃除を行うこと。 

ｃ 施設内の保健衛生維持のため常に保健所と連携を図ること。また感染症等につ

いては、国から発出される通知等に基づき、その発生及び蔓延を防止するための

措置を適切に講じること。 

ｄ 入所者に対し、１週間に２回以上入浴又は清拭を行う、月に１回以上理髪を行

うなど、入所者の保健衛生には常に注意し、身体、衣料及び居室内外の清掃又は

整頓に努めること。 

（ウ）嘱託医師及び関係医療機関との連絡調整に関すること。 

    ａ 指定の医療機関へ送迎すること。 

    ｂ 入院治療を要する入所者のために、あらかじめ協力病院等を定めておくこと。 

    ｃ 嘱託医（月１回以上の診察）を置くこと。 

  （エ）処遇計画（方針）に関すること。 

    ａ 入所者の年齢、性別、性格、生活歴及び心身の健康状態を考慮して個別的な処

遇計画（方針）を定めること。 

    ｂ 処遇計画（方針）に基づく指導結果は、入所者の保護の経過指導票等に記録す

ること。 

    ｃ 面接相談を毎月１回以上行うこと。ただし、身上又は処遇上の問題について入

所者から申出があったときは、その都度面接相談に応じること。 

（オ）生活に関すること。 

    ａ 常に措置実施機関と連携を保ち、必要な措置を講じること。また、いたずらに

入所者を強制し、自由を拘束することのないように配慮すること。 

    ｂ 入所者に対し、その精神的及び身体的条件に応じ、機能を回復し又は機能の衰

退を防止するための訓練等に参加する機会を与えること。 

    ｃ 生活指導員・医師・看護師等は、連携して個別的又は集団的な指導を行い、入

所者が生活への意欲と自信を持ち社会生活に復帰できるよう援助すること。 

    ｄ 入所者の教養及び娯楽のため、新聞、雑誌、テレビ、ラジオその他教養娯楽設

備を備え、利用させるとともに、レクリエーション等を適宜実施すること。また

入所者より教養講座開設の要望がある場合は、積極的に教養講座やクラブ活動の

開設に努めること。 

    ｅ 入所者あての郵便や通知及び電話等の取次ぎに関すること。 

    ｆ 入所者同士のけんか、口論等の仲裁に関すること。 

    ｇ 借金の取り立てへの対応に関すること。 

    ｈ 入所者に関する各種手続きの代行に関すること。 

    ｉ 病院の入退院の手続き（書類作成、保証金・入院費の支払い、入退院時に措置

実施機関への報告等）に関すること。 

（カ）日用品及び日常生活扶助費等に関すること。 
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    ａ 入所者が共用する石鹸等の生活必需品は予算の範囲内で支給すること。 

ｂ 入所者の生活向上のため日常生活扶助費を支給し、入所者の口座へ入金するこ

と。 

ｃ 預り金品については、金銭管理規程を定め、適切に管理すること。管理業務は

列挙のとおり。 

 （ａ）入出金等の記録 

 （ｂ）預金口座の管理 

 （ｃ）小口現金の保管や払戻し  

（ｄ）支給金、給付金の入金 

（ｅ）医療費等費用負担金の支払い  

（ｆ）入所者の依頼に基づき物品を購入し、その代金を預り金より支払うこと。 

（キ）給食に関すること。 

施設の厨房設備を使用し食事の提供をすることとし、調理業務の全部を他の業者

に再委託する場合は、事前に市と協議し、許可を得ることとする。また、給食の提

供にあたって使用する消耗品及び備品について既存のものは指定管理者に引き継

ぐが、今後必要なものは指定管理者が必要に応じて手配することとする。 

    ａ 食品の種類及び調理方法については、入所者の身体的特性に適合した栄養素が

確保されるよう配慮し、また常に入所者の身体的状況及び嗜好の把握に努め、こ

れらを十分に考慮して行うこと。 

    ｂ 老人栄養を基礎とした献立表を作成し、食品名、熱量及び栄養を明らかにする

こと。また味覚及び衛生の見地から検査を行い、集団食中毒発生の場合に備えて

検食を２週間以上保存すること。 

    ｃ 検食者を決め、入所者の食事開始 30 分前に検食を行い、味、量及び色合いを

記録すること。 

    ｄ 残食の量及び種類を記録し、献立作成に活用すること。 

    ｅ 給食従事者の衛生管理点検を実施し、記録すること。また毎月給食従事者は検

便を行うこと。 

    ｆ 食品の保管設備を常に適温に保つこと（冷蔵庫５℃以下、冷凍庫‐20℃以下）。 

    ｇ 入所者の誤嚥に備え、機械器具を常備し、職員は緊急時に備え訓練を行うこと。 

（ク）介助、介護に関すること。 

  ａ 入浴、食事又は通院等の際、介助が必要な入所者に対して適宜介助を行うこと。 

  ｂ 要支援・要介護者の入所者に対し、サービス利用に関する情報を提供すること。

またサービス利用に際し、サービスを提供する者と連携をすること。 

（ケ）苦情対応に関すること。 

  ａ 苦情相談業務実施にあたっての要綱等を定め、苦情解決体制を確立すること。 

  ｂ 苦情受付箱の設置及び管理に関すること。 
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  ｃ 入所者からの苦情があった場合、迅速かつ適切な処理を行うこと。 

  ｄ 第三者委員会を設置すること。 

   ｅ 苦情相談事業については、毎年度の事業報告書により報告すること。 

（コ）身体拘束に関すること。 

入所者又は他の入所者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体拘束その他入所者の行動を制限する行為を行わないこと。緊急やむを得

ず身体拘束等を行う場合は必ず施設長の許可を得て行い、その際の入所者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。 

イ 利用手続きに関すること。 

 （ア）入退所等に関すること。 

    ａ 入退所措置に関する書類の受領、作成、提出、それに伴う関係事務を行うこと。 

    ｂ 入所時の携行物品の保管又は居室の指定に関すること。 

    ｃ 身元保証人及び措置実施機関の立会いの下、記録を添付して預り金の引き渡し

の手続きを行うこと。 

    ｄ 遺留金品に関する書類の受領及び提出に関すること。 

    ｅ 入退院又は停止又は廃止を必要とする事由が生じたときは、被措置者状況変更

届などにより、速やかに措置実施機関へ報告すること。 

（イ）費用徴収に関すること。 

（ウ）身上調査に関すること。 

    ａ 措置期間の判定資料に基づいた入所希望者及び身元保証人の面接に関するこ

と。 

    ｂ 入所判定資料等により、入所希望者や身元保証人等に面接を行い、緊急時にお

ける対応について確認しておくこと。 

（エ）台帳整備に関すること。 

  （オ）葬祭に関すること。 

     家族及び身元保証人等がいない又は遺体を引き取らない場合は、措置実施機関と

協議（遺留金品の取扱いを含む。）の上、葬祭を行い、その場合によっては措置実

施機関に引き渡すこと。 

（カ）入所希望者への対応に関すること。 

     新たな入所希望者に対し、老人ホームの設置目的、運営方針、日課その他必要な

事項を説明し、施設を案内すること。 

ウ 施設の管理運営に関する業務 

（ア）従事者の名簿を市に届けるものとし、その者に異動があった場合も同様とする。 

（イ）従事者は指定する制服、名札等を着用すること。 

（ウ）従事者が、負傷、疾病その他の理由により業務遂行に支障がある場合は、交換要

員を確保し、業務に従事すること。 



6 
 

（エ）従事者の労務管理、安全衛生管理等については、関係法令を遵守し、適切に人員

を配置すること。 

（オ）従事者に必要な健康診断を行うこと。 

（カ）施設内における入所に関する連絡調整 

エ 施設の維持管理に関する業務 

（ア）医薬品、衛生資材及び医療機械器具の衛生的な維持管理 

（イ）設備・機器等の法定点検及び定期点検の実施に関する業務 

（ウ）施設の維持管理に必要な簡易補修の実施 

（エ）施設内の定期的な清掃等による保健衛生の維持及び感染症等の予防 

（オ）食品衛生に関する業務 

オ 非常災害対策等の安全管理に関する業務 

（ア）災害対策計画等の策定に関すること。 

  ａ 非常災害又は急迫の事態が発生した場合の処置について、あらかじめ対策を立

て、かつ随時入所者の避難救出等の訓練を行い、事故の防止に努めること。 

  ｂ 非常災害その他緊急の事態に備えて必要な設備を設け、防災及び避難に関する

計画（消防計画）を作成すること。 

（イ）火災防止のため、炊事、暖房、喫煙等の火気の使用及び取り締まりについて、必

要な事項を定めること。 

（ウ）毎月１回以上、地震又は火災発生を想定した避難誘導訓練（年１回以上、夜間訓

練を実施）、研修等の防災訓練を行い、実施内容を記録すること。 

  （エ）年２回総合防災訓練（避難誘導訓練・消防訓練・非常食の炊き出し）を実施する

こと。 

  （オ）地域防災訓練などの連絡調整 

  （カ）入所者の非常持出品の点検を定期的に行うこと。 

  （キ）非常食の在庫量を定期的に確認すること。 

  カ 事故等発生時の処理に関する業務 

次に掲げる事故が発生した場合は、速やかに適切な処置をとり警察署、消防署その

他保護又は措置の実施機関等へ連絡すること。 

  （ア）施設内に火災が発生した場合 

  （イ）地震又は突発的な事故により災害が発生した場合 

  （ウ）施設内で事故が発生した場合 

キ 福祉事業に関する業務 

（ア）春秋の彼岸供養祭及び盆供養祭の実施 

（イ）施設内における出張販売に関する業務 

（ウ）相談支援事業に関すること。 

（エ）施設実習に関すること。 
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（オ）他の施設等との交流事業 

ク その他施設等の維持管理に必要な業務 

（３）第三者に委託することができる業務 

次に掲げる業務については、第三者に委託することができる。 

委託にあたっては市の例に準じ、指定管理者と受託者の責任を明確化するとともに、

公正で透明な手続により実施しなければならない。委託業務者を選定する際は、市内業

者の優先的な選定、官公需適格組合を含む中小企業者の受注機会の増大について可能な

限り配慮されたい。 

また、第三者からの再委託はできない。 

ア 施設等警備業務(宿直補助又は機械警備業務) 
イ 定期清掃業務 
ウ 衛生設備保守業務 
エ 自動扉開閉装置保守点検業務 
オ 自家用電気工作物保安管理業務 
カ 害虫防除業務 
キ 空調設備機器保守点検業務 
ク 消防設備保守点検業務 
ケ エレベーター保守点検業務 
コ 特殊建築物等（建築物・建築設備）定期点検業務 
サ 樹木剪定業務 
シ 廃棄物処理業務 
ス 入所者の定期健康診断業務 

（４）入所者満足度調査の実施 

アンケート等を年度ごとに実施し、入所者の意見や苦情等を聴取し、管理運営に反映

するとともに、その結果を事業報告（年度報告）の中で報告すること。 
（５）指定管理者による自己評価 
   年度終了後１か月以内に、市が行う年度評価と同様の方法により、当該年度の指定管

理業務について自己評価を行い、次年度以降の指定管理業務の改善を図るとともに、そ

の結果を事業報告（年度報告）の中で報告すること。 
（６）定期報告 

次の事項について、毎月終了後、協定書で定める日までに報告すること。 
ア 施設利用状況（入所者数、入退院者数、一時入所者数、職員異動状況、防災訓練実

施状況など） 
イ その他、指定管理業務の適切な実施を確認するために必要な事項 

（７）修繕の実施状況に関する協議 
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   修繕業務の実施に当たっては、年度末に報告する。その際は、修繕の実施結果が分か

る資料（実施個所の写真や実施金額を明記した資料など（様式は任意））を提出するこ

と。 
（８）事業報告（年度報告） 
   毎年度終了後、１か月以内に以下の内容を添付した事業報告書を提出すること。 
  ア 管理業務の実施状況（事業計画との比較） 
  イ 施設の利用状況（利用人員、目標との比較、利用拒否等の件数・理由等） 
  ウ 指定管理業務収支状況報告書 

  エ 財務諸表 

  オ 入所者からの意見・要望及び苦情の内容と対応状況 

  カ 入所者満足度調査の実施状況と考察 

  キ 自己評価の結果 

  ク 施設・設備の定期点検や第三者に委託した業務の実施状況 

（９）次年度以降の事業計画書等の提出 
   毎年度、市と調整を図った上で、次年度の事業計画書及び収支予算書を作成し、市に

提出するものとする。 

（10）障害者差別解消法への対応 

公の施設の管理運営を行うことに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律（平成 25年法律第 65 号）第８条第２項に定める障害者への合理的配慮の提供につ

いては、別紙５「静岡市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」

及び「障がいのある人への配慮マニュアル」に基づき、対応すること。 

（11）暴力団排除条例への対応 
暴力団の利益になる利用や不当な行為を受けたときは、「静岡市暴力団排除条例運用

の手引」に基づき対応を行うこと。 
（12）マニュアルの整備 

   施設を安全に管理し、指定管理業務を適切に実施するため、市と協議を行い、事務処

理マニュアル及び危機管理マニュアルを作成するものとする。 
（13）その他指定管理者が行わなければならない業務 

   事故や災害発生のように緊急な事項や、指定管理者と金融機関の取引停止、指定管理

者の法人格の変更に関わる事項など、指定管理の継続に影響がある事項については随時

報告を行うこと。 

３ 指定期間 

  令和８年４月１日から令和 13年３月 31 日まで ５年間 

  この期間は、静岡市議会での議決により決定する。 

 

４ 管理の基準等 
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（１）施設の利用に関する事項 

老人福祉法に基づき、市が入所の判断を行う。 

（２）遵守すべき事項 

指定管理業務の実施にあたっては、以下の法令等を遵守し、施設の適正な管理運営に

努めること。 

ア 地方自治法（昭和 22年法律第 67 号） 

イ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号） 

ウ 老人福祉法（昭和 38年法律第 133 号） 

エ 老人福祉法施行令（昭和 38 年政令第 247 号） 

オ 老人福祉法施行規則（昭和 38年厚生省令第 28 号） 

カ 社会福祉法（昭和 26年法律第 45 号） 

キ 静岡市養護老人ホーム条例（平成 15 年条例第 142 号） 

ク 静岡市養護老人ホーム条例施行規則（平成 17年規則第 155 号） 

ケ 静岡市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 24 年条例

第７号） 

コ 静岡市個人情報保護条例（平成 17年条例第９号） 

サ 静岡市個人情報保護条例施行規則（平成 17年規則第 167 号） 

シ レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針について（平成 15

年厚生労働省告示第 264 号） 

ス 公衆浴場法（昭和 23年法律第 139 号） 

セ 公衆浴場法施行細則（昭和 23年厚生省令第 27 号） 

ソ 静岡市公衆浴場法施行条例（平成 24 年条例第 85号） 

タ 静岡市公衆浴場法等の施行に関する規則（平成 15年規則第 144 号） 

チ 食品衛生法（昭和 22年法律第 233 号） 

ツ 労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）

ほか労働関連法規 

テ 建築基準法（昭和 25法律第 201 号）、消防法（昭和 23 年法律第 186 号）、電気事業

法（昭和 39 年法律第 170 号）その他の建物及び設備の管理に関する法令等 

ト フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成 13 年法律第 64 号） 

ナ その他業務を遂行する上で関連する法令 

（３）文書の管理及び保存 

   指定管理業務の実施にあたり、施設ごとに次に掲げる帳簿等を備え、施設の適正な管

理運営に努めること。また作成又は取得した文書等は、市の文書事務に関する諸規程に

基づいて、別途文書管理に関する規程等を定め、適正に管理及び保存する。 

  ア 管理に関する帳簿 

  （ア）業務日誌 



10 
 

  （イ）施設運営に必要な諸規程 

  （ウ）年間事業計画及び事業実施状況表 

  （エ）職員に関する書類 

  （オ）設備、備品及び器材等に関する書類 

（カ）施設における事故に関する記録 

  （キ）その他管理に必要と思われる帳簿及び書類等 

  イ 入所者に関する書類 

  （ア）入所者等に関する名簿 

  （イ）入所者身上調査書 

  （ウ）保護の経過指導票など入所者の処遇に関する記録 

  （エ）入所者の給食に関する記録 

  （オ）入所者の健康管理に関する記録 

  （カ）入所者の生活指導に関する記録 

  （キ）入所者からの苦情に関する記録 

  （ク）緊急やむを得ない身体拘束等に関する記録 

  （ケ）その他必要と思われる書類等 

  ウ 会計経理に関する帳簿 

  （ア）収支予算、収支決算に関する帳簿及び書類 

  （イ）金銭の出納に関する帳簿及び書類 

  （ウ）物品、医薬品、医療器材等の受払に関する帳簿及び書類 

  （エ）資金に関する帳簿及び書類 

  （オ）その他必要と思われる書類等 

  エ その他管理運営業務に必要と思われる帳簿及び書類等 

（４）個人情報の取扱い 

   個人情報の取扱いについては、別紙４「個人情報の保護に関する取扱仕様書」に従っ

て十分注意すること。 

（５）情報公開 

指定管理業務を行うに当たり作成又は取得した文書等で、指定管理者が管理している

ものの公開は、別途情報公開規定等を定めるなど適切な情報公開に努めること。 

なお、収支状況報告書等の市に提出された文書については、指定管理者のノウハウ等

であって、公にすることにより当該団体の権利、競争上の地位その他正当な利益を害す

るおそれのあるものを除き、公開する場合がある。 

（６）施設管理におけるリスク分担 

   市と指定管理者のリスク分担は、「市と指定管理者のリスク分担表」（別表）のとおり

とする。ただし、表で定める事項で疑義のある場合又は当該分担表に定めのない事項に

ついては、市と指定管理者が協議の上、決定することとする。 



11 
 

（７）災害時におけるリスク分担 

  ア 大規模災害時以外の災害時の災害時のリスク分担、役割等 

    協定書締結の際に市と指定管理者とで協議し、確認した内容を事業計画書に記載す

ること。 

  イ 大規模災害時のリスク分担、役割等 

    施設には地震・風水害等の大規模災害発生時において、福祉避難所として極めて重

要な役割を担うことが想定されており、静岡市地域防災計画に位置付けられているた

め、別に締結する協定に基づき適切な対応を行うこと。 

当該施設は静岡市地域防災計画において災害時の使用内容（避難所等）として位置

付けられているため、別添ひな形により「福祉避難所の設置運営に関する協定」を締

結する必要がある。また、協定締結後は「指定管理者災害対応の手引－指定管理者制

度導入施設避難場所等災害対応マニュアル ひな型－」を参考に大規模災害時等の協

力体制についてマニュアル等を整備するよう努めること。 

  ウ 指定管理者は、災害時の状況により、地域防災計画に定めのない事項について静岡

市から協力を求められた場合は、それに協力するよう努める義務を負うものとする。 

（８）賠償責任と保険の加入 
指定管理業務の実施に当たり、市の責任に帰すべき理由による事故により第三者に与

えた損害については、施設の設置者である市が賠償責任を負うが、指定管理者が行う管

理に起因する事故により第三者に与えた損害については、指定管理者が賠償責任を負う。 

このいずれの理由にもよらない事故により第三者に与えた損害については、その賠償

責任について、両者で協議することとする。 

また、指定管理者に起因する火災等による施設の損壊についても、市は、指定管理者

に対して損害賠償を請求することができる。（建物総合損害保険については市が加入す

る。） 

指定管理業務を行うにあたり、自らのリスクに対し、必要かつ適切な範囲で保険等に

加入すること。 

最低限度として次に掲げる保険に加入すること。 

ア 施設賠償責任保険 

イ 介護保険・社会福祉事業者総合保険 

（ア）対人賠償・対物賠償 

（イ）管理財物(入所者・他人から預かった物財の損壊・紛失・盗難等に係る賠償責任

の補償) 

ウ 人格権侵害(入所者に対する自由の拘束やプライバシー侵害等による賠償責任の補償) 

エ 事故対応費用(業務上の事故に起因し、支出した必要または有益な費用の補償) 

オ 対人見舞費用(身体事故が発生し、賠償責任が生じない場合の見舞金費用)  

（９）備品 



12 
 

ア 施設備品 

当該施設に必要不可欠な備品（施設備品）については市が用意する。市は、別紙「清

水松風荘備品リスト」に記載のものを、無償にて貸与する。この場合、当該備品の所有

権は市に帰属するため、備品台帳等による管理を徹底するなど、静岡市物品管理規則（平

成 15年規則第 51 号）等に基づき適正な管理に努めるとともに、指定期間が終了したと

きは、原状回復し、市に返却すること。また、市の備品に破損、不具合等が生じた場合

は、速やかに市へ報告すること。 

施設備品について、新たな備品の購入や、経年劣化等により更新の必要が生じた場合

は、予算の定める範囲において、市が必要と認めた場合に市が整備する。 

また、市と協議の上、指定管理者の負担で施設備品の更新や購入を行うことも可能と

する。この場合、当該備品の所有権は指定管理者に帰属するが、市との協議により市へ

所有権を移転することを妨げない。 

イ 事務用備品 

当該施設の管理運営業務の遂行に当たり必要とする備品（事務用備品）については、

指定管理者が費用を負担する。この場合、当該備品の所有権は指定管理者に帰属するが、

市との協議により市に所有権を移転することを妨げない。 

  ウ 備品の適切な管理 

   備品の管理にあたっては、市の備品と指定管理者の備品が混同しないよう、備品シー

ルを貼付するなどして適切に管理を行うこと。指定管理者の備品についても、備品台帳

等による管理を行うなど、市の備品に準じた管理を行うよう努めること。 

なお、施設修繕の必要が生じた場合は、事前に市と協議するものとする。 

（10）新型コロナウイルスその他新たな感染症への対応 

施設の管理運営やイベント等の開催に当たっては、国、静岡県、静岡市から示された新

型コロナウイルスその他新たな感染症に係る対応方針等に基づき、市と協議の上、必要な

対策等を講じること。 

なお、全国的なイベント等については別途定める「全国的なイベント等の相談への施設

管理者としての対応について」により対応すること。 

 

５ 管理体制（組織） 
（１）資格等 

養護老人ホームの長（以下「施設長」という。）は、社会福祉法（昭和 26 年法律第 45

号）第 19 条第１項の各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に２年以上従

事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。ま

た、生活相談員は、社会福祉法第 19 条第１項各号のいずれかに該当する者又はこれと

同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 

また、指定管理者は、各施設に１人以上、管理的・監督的な地位にあり、防火管理等
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の知識や資格を有する甲種防火管理者を配置する。 

 

（２）人員 
静岡市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例及びその他関連通知

を遵守すること。また、老人福祉法第 11 条の規定による措置事務の実施に係る指針（平

成 18年１月 24 日老発第 0124001 号。以下、「措置事務の実施に係る指針」という。）によ

る老人保護措置費支弁基準の算定基礎とされる直接処遇職員数は以下のとおり 

利用定員 51 人に対して必要な配置基準は、総数 15 人 

施設長 １人、事務員 １人、主任生活相談員 １人、生活相談員 １人、主任支

援員 １人、介護職員 ３人、看護職員 １人、栄養士又は管理栄養士 １人、調

理員等 ４（１）人、医師 （１）人 

また、このうち１人は甲種防火管理者の資格を有していること。 

（３）非常時の体制 

   自然災害、人為災害、事故及び自らが原因者・発生源になった場合等あらゆる緊急事

態、非常事態、不測の事態には、遅滞なく適切な措置を講じたうえ、市をはじめ関係機

関に通報すること。 

ア 危機管理マニュアルの作成 

火災や地震、事務事故等の非常時における危機管理体制を整備するため、市と協議

のうえ、危機管理マニュアルを作成する。 

イ 防火管理者の責務 

    防火管理者は、管理権限者（静岡市長）から選任される。 

（ア）消防計画の作成、見直し及び変更に関すること 

（イ）避難施設等に置かれた物を除去すること 

（ウ）避難又は防災上必要な構造及び設備の維持管理に関すること 

（エ）消火、通報及び避難訓練の実施に関すること 

（オ）消防用設備等の点検及び整備の実施に関すること 

（カ）不適切な工事に対する中段、器具の使用停止及び危険物の持ち込みの制限に関す

ること 

（キ）収容人員の適正な管理に関すること 

（ク）防火管理業務従事者に対する指示、監督に関すること 

（ケ）その他防火管理者の業務を遂行するために必要なこと 

ウ 防火管理者の義務 

防火管理者は、次に掲げる業務を実施し、かつ、当該内容について十分な知識を有

すること。 

（ア）消防計画の作成、見直し及び変更に関すること。 

（イ）避難施設等の管理に関すること。 
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（ウ）消火、通報及び避難訓練の実施に関すること。 

（エ）消防用設備等の点検及び整備の実施に関すること。 

（オ）火器の使用等危険な行為の監督に関すること。 

（カ）収容人員の適正な管理に関すること。 

（キ）防火管理業務従事者に対する指示、監督に関すること。 

（ク）その他防火管理者として行うべき業務に関すること。 

エ ＡＥＤの研修会 

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の操作方法習得のため、定期的に施設職員に対する

研修を実施すること。 

（４）その他 
ア 事業計画書への明示 

従事予定者や採用計画とともに、どのような業務をどのような体制で実施するのかを 
事業計画書に明示すること。 

  イ 入所者数の実績 
（人）（毎年度末時点） 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
入所者数 39人 42 人 39 人 

 

 

 

６ 指定管理経費 

（１）指定管理料の上限額 

   指定管理料の上限額は次のとおりであり、申請者はこの範囲内で提案すること。ただ

し、上限額は予算の議決により変更となる可能性がある。 

   159,476 千円  

（２）積算経費 
静岡市清水松風荘の指定管理料の積算経費については、「措置事務の実施に係る指針」

に定められた事務費及び生活費に普通交付税の算定における養護老人ホーム被措置者

１人当たり単価の伸び率を乗じて単価を算定し、その単価に利用定員を乗じて算定した。

ただし、事務費のうち施設機能強化推進費は各月の初日の入所者数により、生活費につ

いては月の途中で措置を開始し、又は廃止若しくは入院した場合（入院日用品費の算定

含む。）は、当該月の実措置日数により算定するものとする。 
（３）指定管理者の収入 

  ア 市からの指定管理料 

（４）直近３年間の収支決算額 

   ≪参考：指定管理業務に係る直近３年間の収支決算額≫ 
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  ア 指定管理業務に係る支出 

（千円） 

静岡市清水松風荘 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

事務費 111,947 109,974 112,548 

生活費 25,275 29,025 27,755 

合計 137,222 138,999 140,303 

  イ 指定管理業務に係る収入 

（千円） 

静岡市清水松風荘 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

指定管理料 137,222 138,999 140,303 

 

 

（５）支払方法 
指定管理料は概算払とし、年１回の支払いとする。 

（６）精算方法 
 指定管理者は、「措置事務の実施に係る指針」に定められた事務費及び生活費を利用

定員に乗じて算定した老人保護措置費相当額の事務費のうち、施設機能強化推進費及

び生活費を毎月積算し、その合計額と指定管理料との差額について年度末に精算する

ものとする。 

 

７ その他 

（１）事務引継 

   指定期間が終了又は指定取消しにより、新しい指定管理者に業務を引き継ぐ際は、次

の指定管理者の候補が円滑に指定管理業務を実施することができるよう、必ず引継を行

わなければならない。 

また、初回の引継では、市が立ち会った上で引継の日程や方法、項目を決定するもの

とする。 

なお、引継に係る経費は候補者が負担するが、市議会で指定管理者の指定議案が否決

された場合には、それまでに負担した準備経費等は補償しない。 

（２）文書引継 

   指定管理者が指定管理業務を実施する上で作成した文書、収集した文書については市

に引き継ぐものとする。 

なお、市は必要に応じて次期の指定管理者に当該文書を引き継ぐ。 

（３）目的外使用許可 

   電柱等の設備の設置許可については、指定管理者の業務範囲外であるため、市が行政

財産の目的外使用許可等を行い、使用料を徴収するものとする。 
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売店等の設備の設置許可については、指定管理者の業務範囲外であるため、市が行政

財産の目的外使用許可等を行い、使用料を徴収するものとする。したがって、指定管理

者が売店等を設置する場合には、静岡市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条

例等の規定に基づく手続を経るものとする。 

また、自動販売機の設置については、市が貸付により直接行うこととし、その貸付料

は市の収入とする。 

   その他、指定管理者が目的外使用許可を得る必要がある場合は、別途市に申し出るこ

と。 

（４）市主催事業等への協力 

   市が主催する事業等には、積極的に協力すること。また、行政刊行物等のチラシ配置

及びポスター掲示等に協力すること。 

（５）監査への協力 

市の監査委員による監査及び外部監査人による監査の対象となった場合には、積極的

に協力すること。 

また、監査委員等が市の事務を監査するために必要があると認める場合、市は帳簿書

類その他の記録を指定管理者に提出させるとともに、監査会場への出席を求め、実地に

調査することができる。 

（６）原状回復 

指定機関の満了や指定取消があった場合には、市が認める場合を除いて静岡市清水松

風荘を速やかに指定管理期間開始前の状態に戻すこと。 

（７）法律改正等に伴う光熱水費の購入方法の見直しについて 

電力・ガスの小売全面自由化に伴い、電力・ガス会社や料金メニューを自由に選択す

ることが可能となったことから、指定管理者は積極的に購入方法の見直しを行い、経費

節減等に努めること。 

ただし、購入方法を変更した日から１年間の電気料・ガス料金の実績と、前年の同期

間における電気料・ガス料金の実績との間に 10％以上の変動があった場合には、その

10％を超える部分について精算を行うこととする。精算方法等については別途市と協議

の上決定する。 

   なお、見直しにあたっては以下の点に留意すること 

・契約する電力会社・ガス会社が、小売電気事業者・小売りガス事業者として経済産業

省の登録を受けていること。 

  ・指定管理者と電力会社・ガス会社の間で、事故発生時等の緊急対応の体制が整備され

ていること。 

  ・相手方との契約期間は指定期間内とすること。   

（８）環境への配慮 

   指定管理者は、次のような環境に配慮した指定管理業務の実施に努めること。 
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  ア 環境に配慮した商品及びサービスの購入（グリーン購入）を推進し、また、廃棄に

当たっては、資源の有効活用や適正処理を図ること。 

  イ 電気、ガス、水道等のエネルギー使用量の削減に向けた目標を設定し、取組みを推

進すること。 

  ウ 化学物質及び感染性廃棄物等のリスク管理を行い、環境や人に影響を及ぼす事故を

防止すること。 

  エ 施設の利用者等に対して環境の保護等に関する情報提供に努めるとともに、業務に

関わる者に対する教育及び学習の推進に努めること。 

（９）その他 

募集要項及び仕様書に記載のない事項は、指定管理者決定後、市と協議の上定めるも

のとする。 



18 
 

別紙２ 

 

静岡市清水松風荘の防火管理者の業務の委任に係る確認書 

 

１ 甲は、消防法（昭和 23 年法律第１86 号）第８条第 1 項の規定により、清水松風荘につ

いて定める防火管理者の業務を乙に委任するものとし、乙は、その職員であって資格を有

する者のうちから防火管理者を選任するものとする。 

 

２ 乙は、前項の規定により選任した防火管理者に次に掲げる業務を行わせるものとする。 

（１） 消防計画の作成 

（２） 消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施 

（３） 消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備 

（４） 火気の使用又は取扱いに関する監督 

（５） 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理 

（６） 前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要な業務 

 

３ 乙は、第 1項の規定により防火管理者を選任したときは、消防法第８条第２項の規定 

により届け出るものとする。防火管理者を解任したときも同様とする。 
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別紙３ 

 

静岡市清水松風荘の自家用電気工作物の保安管理に関する確認書 

 

１ 甲は、電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第 39 条第１項の規定により、静岡市清水

松風荘の自家用電気工作物を維持するため、当該自家用電気工作物の維持に必要な措置を

行う業務（以下「保安管理業務」という。）を乙に委任する。 

 

２ 甲は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、電気主任 

 技術者として選任する者の意見を尊重する。 

 

３ 甲及び乙は、自家用電気工作物の工事、維持、及び運用に従事する者に、電気主任技術

者がその保安のためにする指示に従うように確約させる。 

 

４ 甲は、乙が保安管理業務を電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第 77 号）第 52

条の２に規定する要件に該当する者に委託することを承認する。 
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別紙４ 

個人情報の保護に関する取扱仕様書 

（個人情報保護の基本原則） 

１ 乙は、個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるものをいう。以

下同じ）の保護の重要性を認識し、この協定で規定する業務を実施するにあたり、個人情

報の取扱いについては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取

り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

２ 乙は、この協定で規定する業務に関して、知り得た個人情報の内容を他人に知らせては

ならない。この協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（使用者への周知） 

３ 乙は、その使用する者に対し、在職中及び退職後においても、この協定で規定する業務

に関して知り得た個人情報の内容を他人に知らせ、又は協定の目的以外の目的に利用して

はならないことなど、個人情報保護の徹底について周知しなければならない。 

（適正な管理） 

４ 乙は、この協定で規定する業務に関する個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防

止を図るため、管理責任者を特定し、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じな

ければならない。 

（収集の制限） 

５ 乙は、この協定で規定する業務に関する個人情報を収集するときは、当該業務を実施す

るために必要な範囲内で、本人から直接収集しなければならない。 

（利用及び提供の制限） 

６ 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この協定で規定する業務に関して知り得た

個人情報を協定の利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。こ

の業務が終了し、又は契約が解除された後においても同様とする。 

（複写、複製の禁止） 

７ 乙は、甲の指示又は承諾があった場合を除き、この協定で規定する業務を実施するにあ

たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならな

い。 

（資料等の返還） 

８ 乙は、この協定で規定する業務を実施するために甲から貸与され、又は乙が収集し、若

しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この協定の終了後直ちに甲に返還し、又

は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

（再委託等における個人情報の取扱い） 
９  乙は、契約書第７条第１項ただし書の規定により甲の承認を受けて業務を再委託する

場合 は、再委託を受けた者との間で締結する契約書等に、この契約書の個人情報の保護
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に関する 規定を準用する旨を明記しなければならない。この場合において、乙は、当該

契約書等の締 結後、速やかにその写しを甲に提出するものとする。 

（事故発生時における報告） 

10 乙は、この個人情報の保護に関する取扱仕様書に違反する事態が生じ、又は生ずる恐れ

があることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この協定

が終了し、又は解除された後においても同様とする。 
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別紙５ 

 

静岡市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 

（趣旨）  

第１条 この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65

号。以下「法」という。）第10条第１項の規定に基づき、法第７条に規定する事項に関し、

静岡市職員（非常勤職員及び臨時的任用職員を含む。以下「職員」という。）が適切に対

応するために必要な事項を定めるものとする。  

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１）障害者 法第２条第１号に規定する障害者をいう。 

（２）障害 法第２条第１号に規定する障害をいう。 

（３）社会的障壁 法第２条第２号に規定する社会的障壁をいう。 

（不当な差別的取扱いの禁止）  

第３条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、法第７条第１項の規定の趣旨にのっと

り、障害を理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者

の権利利益を侵害してはならない。 

（合理的配慮の提供）  

第４条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、法第７条第２項の規定の趣旨にのっと

り、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合にお

いて、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとなら

ないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施に

ついて必要かつ合理的な配慮（以下「合理的配慮」という。）の提供をしなければならな

い。 

（監督者の責務）  

第５条 職員のうち、所属の長の職にある者（以下「監督者」という。）は、前２条に定める

事項に関し、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次に掲げる事項を実施しなけ

ればならない。 

（１）日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、その監督す

る職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。  

（２）障害者等から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申し出

等があった場合は、迅速に状況を確認し、対処すること。  

（３）不当な差別的取扱いの事実又は合理的配慮の必要性が確認された場合は、監督する職

員に対して適切な指導を行うこと。  

２ 監督者は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処
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しなければならない。  

（相談体制）  

第６条 職員による障害を理由とする差別に関する障害者及びその家族その他の関係者か

らの相談等については、各課かいにおいて対応をすることを原則とする。ただし、担当部

署が不明確な場合等にあっては、保健福祉長寿局健康福祉部障害福祉企画課又は保健衛生

医療部精神保健福祉課がこれを受け付け、担当の課かいへ取り次ぐ役割を担うものとする。 

２ 前項本文の規定による対応を行った各課かいの監督者は、当該対応の内容について、相

談等対応報告書（別記様式）により保健福祉長寿局健康福祉部障害福祉企画課長に報告す

るものとする。  

３ 前項の規定による報告に係る対応の事例は、相談者のプライバシーに配慮しつつ情報共

有を図り、以後の相談等において活用するものとする。 

（研修・啓発）  

第７条 障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、市長は、職員に対し、必要な研修・

啓発を行うものとする。  

（マニュアル等）  

第８条 市長は、この要領の施行に関し、職員が適切に対応するために必要な留意事項や具

体例等を示したマニュアル等を定めるものとする。 

２ 前項のマニュアル等については、必要に応じて各部局ごとに定めることができる。  

附 則  

この要領は、平成28年４月１日から施行する。  

  附 則 

この要領は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 
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別記様式（第６条関係） 

第    号 

  年  月  日 

 

（宛先）障害福祉企画課長 

所属長 

 職 名  氏 名 

 

相談等対応報告書 

 

 障害を理由とする差別に関する相談等について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 所属 

（１）課かい名（施設名） 

（２）担当者・電話番号 

 

２ 相談者等の障害の区分 

視覚・聴覚・肢体・知的・精神・その他（     ） 

 

３ 相談等 

（１）相談等を受けた日 

（２）相談等の内容 

（３）対応内容 
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（別表） 

市と指定管理者のリスク分担表 

 

種  類 内          容 
負 担 者 

市 指定管理者 

金 利 変 動 金利変動に伴う経費の増  ○ 

周 辺 地 域 ・ 

住 民 対 応 

指定管理業務における地域との調和及び連携に

関すること 
 ○ 

上記以外の事項 協議により定める 

政治・行政的 

理 由 に よ る 

事 業 変 更 

政治・行政的理由等により、施設管理・運営業務

の継続に支障が生じた場合、または指定管理の内

容変更を余儀なくされた場合の経費及びその後

の当該事業による増加経費負担 

協議により定める 

不 可 抗 力 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、

騒乱、暴動、その他の市または指定管理者のいず

れの責めにも帰すことのできない自然的または

人為的な現象）に伴う施設、設備の復旧経費及び

業務履行不能 

○  

新型コロナウイルスその他新たに発生した感染

症等による管理運営の中断や対策等に要する経

費 
協議により定める 

施 設 ・ 設 備 

・ 物 品 等 の 

損 傷 

指定管理者の故意または重大な過失によるもの  ○ 

施設・設備の設計・構造上の原因によるもの ○  

上記以外の経年劣化、第三者の行為で相手方が特

定できないもの等（80万円以下の小規模なもの） 
 ○ 

上記以外の経年劣化、第三者の行為で相手方が特

定できないもの等（上記以外） 
協議により定める 

書 類 の 誤 り 

仕様書等市が責任を持つ書類の誤りによるもの ○  

指定管理者が作成した書類等の内容の誤りによ

るもの 
 ○ 

セキュリティ 警備不備による情報漏えい、犯罪発生等  ○ 

事 業 終 了 時 

の 費 用 

指定管理期間が終了した場合または期間中途に

業務を廃止した場合における事業者の撤収費用 
 ○ 
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本表に定める事項で疑義がある場合または本表に定めのないものについては、市と指定管

理者が協議のうえ決定します。 
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                                別紙 
福祉避難所の設置運営に関する協定書 

 
 静岡市（以下「甲」という。）と   （以下「乙」という。）は、福祉避難所の設置及び

運営に関し、次のとおり協定を締結する。 
（目的） 

第１条 この協定は、大規模な地震、風水害その他の災害が発生した場合（以下「災害時」

という。）において、一次避難所での生活が困難である高齢者、障がい者等（以下「要援

護者」という。）を対象とする二次的な避難所（以下「福祉避難所」という。）に関し、乙

が所有し、又は管理する施設を福祉避難所として指定するとともに、乙に対する福祉避難

所の設置及び運営の要請に関する基本的事項を確認することにより、災害発生時における

福祉避難所の円滑な設置及び運営に資することを目的とする。 
 （指定施設） 
第２条 福祉避難所として指定する施設は、乙が所有し、又は管理する次の施設とする。 

所在地  

   名 称  
（協力の要請） 

第３条 甲は、前条の施設を福祉避難所として開設する必要があると認めるときは、その設

置及び運営に係る事項について、乙に協力を要請するものとし、乙は、できる限りこれを

受け入れるよう努めるものとする。 
 （要援護者等の受入れ等） 
第４条 甲は、要援護者について福祉避難所での避難生活が必要であると判定したときは、

福祉避難所での避難生活に必要な範囲内で当該要援護者及びその看護をする家族等（以下

「要援護者等」という。）に関する情報を乙に提供し、乙は、当該情報により受入準備を

行い、当該要援護者等を受け入れるものとする。 
（設置期間） 

第５条 福祉避難所の設置期間は、開設の日から７日間以内とする。ただし、特段の事情が

あるときはこの限りでない。 
 （必要な物資の調達等） 
第６条 甲は、要援護者等の支援に必要な物資の調達に努めるものとする。 
２ 甲は、要援護者等の生活の支援、相談等が実施できるよう、必要な人材の確保及び配置

に努めるものとする。 
３ 乙は、前２項の規定による物資の調達及び必要な人材の確保について、甲と連携の上、

可能な範囲で協力するものとする。 
（費用の負担） 

第７条 甲は、乙に対し、福祉避難所の設置及び運営に係る経費について、災害救助法（昭
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和 22 年法律第 118 号）その他関連法令等の定めるところにより、所要の実費を負担する

ものとする。 
 （手続等） 
第８条 前５条に定めるもののほか、福祉避難所の設置及び運営に関し必要な手続等は、甲

が別に定めるところによる。 
 （原状回復義務） 
第９条 乙が福祉避難所の運営のために必要な施設の改造を行った場合において、甲の要請

により乙が福祉避難所を閉鎖したときは、甲は、必要な原状回復を行うものとする。 
 （個人情報の保護） 
第 10 条 甲及び乙並びに福祉避難所の運営に従事する者は、福祉避難所の運営に当たり知

り得た要援護者等の個人情報を第三者に漏らしてはならない。福祉避難所が閉鎖された後

も、同様とする。 
 （関係書類の保管） 
第 11 条 乙は、この協定及び福祉避難所の運営に関する書類を整備し、福祉避難所の閉鎖

後５年間これを保管しなければならない。 

（責任の分担） 

第 12 条 福祉避難所の運営（この協定により甲が要請したものに限る。）に関する事項につ

いては、甲がその責任を負う。 

２ 福祉避難所の施設において、乙の責に帰すべき理由により生じた損害については、乙が

責任を負うものとする。 

 （協定の解除） 

第 13 条 甲は、乙がこの協定の目的を達成する見込みがないと認めるときは、乙と協議の

上、この協定を解除することができる。 

２ 乙は、協定を解除すべき特段の事情があるときは、甲と協議の上、この協定を解除する

ことができる。 

 （効力） 

第 14 条 この協定は、協定の締結の日から、効力を有するものとする。 

２ 甲と乙との間で従前に締結した災害時に要介護者等の避難施設として社会福祉施設等

を使用することに関する協定は、前項の日にその効力を失う。 

（定めのない事項等の処理） 

第 15 条 この協定に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、その都度、甲、乙 

協議の上、処理するものとする。 
 
 この協定の締結を証するため、この協定書を２通作成し、甲、乙双方記名押印の上、各自

１通を保有する。 
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  令和 年 月 日 
 
 

静岡市葵区追手町５番１号 
                          甲 

静岡市長 難波 喬司 印 
 
 

所在地 
                          乙 法人名 

代表者        ㊞ 
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別紙 清水松風荘備品リスト

備品番号 物品品名 物品規格 取得金額 取得年月日

0000032182 電子レンジ 日立ＭＲＯ－Ｖ２ 38,850 平成12年8月4日

0000032185 遠心力無水米とぎ器 ナショナルＳＮ－ＫＴ１２Ａ 41,600 平成12年12月13日

0000072993 更衣ロッカー １人用　ＵＣＨＩＤＡ 18,800 昭和50年4月1日

0000073014 更衣ロッカー ４人用　ＩＴＯ 36,800 昭和50年4月1日

0000073015 更衣ロッカー ４人用　ＩＴＯＫＩ 36,800 昭和50年4月1日

0000074282 引き違い書庫 ガラス戸　ＰＬＵＳ　寮母室 23,300 昭和50年4月18日

0000074285 引き違い書庫 ガラス戸　ＰＬＵＳ　寮母室 23,300 昭和50年4月18日

0000081051 木製ロッカー マルカ 51,660 平成5年12月1日

0000081053 木製ロッカー マルカ 51,660 平成5年12月1日

0000081418 車椅子 車椅子 58,000 平成7年11月1日

0000081424 車椅子 ニック　ＮＣ－１１６ 81,200 平成10年11月5日

0000081463 ベッド 電動木製 109,900 平成10年11月5日

0000081464 ベッド 木製 89,600 平成10年11月5日

0000081493 体重計 ＴＡＮＩＴＡ　ＢＷＢ－６２７ＨＲＶ 159,600 平成10年3月30日

0000081518 酸素吸入器 新鋭工業セーフティーＯＱ 285,000 平成11年5月6日

0000081529 長椅子 オカムラ　３２０１ＺＺ１８００Ｗ 31,000 平成9年3月31日

0000081532 長椅子 ＫＯＫＵＹＯ　ＣＮ４４５ＳＮ１８００Ｗ 42,000 平成9年3月31日

0000081566 両開書庫 ＩＴＯ　ＦＨ４０－Ｇ１１ 24,800 平成14年3月29日

0000081567 両開書庫 ＩＴＯ　ＦＨ４０－Ｇ１１ 24,800 平成14年3月29日

0000081568 両開書庫 ＩＴＯ　ＦＨ４０－Ｇ１１ 24,800 平成14年3月29日

0000090478 引き違い書庫 ＰＬＵＳ　スチール製 22,000 平成16年6月1日

0000099242 テーブル チトセ　ＫＴ－ＣＲＡ－１８８０Ｋ 53,613 平成18年10月31日

0000099243 イス
チトセ　ＬＴＳ－１５０Ｖローズ　スタッキ
ング式 10,584 平成18年10月31日

0000099244 イス
チトセ　ＬＴＳ－１５０Ｖローズ　スタッキ
ング式 10,584 平成18年10月31日

0000099245 イス
チトセ　ＬＴＳ－１５０Ｖローズ　スタッキ
ング式 10,584 平成18年10月31日

0000099246 イス
チトセ　ＬＴＳ－１５０Ｖローズ　スタッキ
ング式 10,584 平成18年10月31日

0000102243 カセットデッキ ビクター 20,000 平成17年4月1日

0000102257 ＤＶＤビデオデッキ ＤＶＤビデオデッキ 30,000 平成18年6月15日

0000102258 ＤＶＤビデオカメラ ＤＶＤビデオカメラ 40,000 平成18年6月15日

0000102259 プラズマテレビ ５８インチ 720,000 平成18年6月15日

0000102260 車椅子 カワムラサイクル製自走式 80,000 平成18年11月6日

0000103473 車椅子 カワムラサイクル製自走式 80,000 平成18年11月6日

0000110892 シャワー用・介助用　車椅子 ステンレス製 39,900 平成19年5月10日

0000111196 三菱ジェットタオル ＪＴ－ＳＢ１１６ＧＩＶ 153,300 平成19年5月23日

0000111794 ティサーバー ＡＴ－１００ＨＷＣＢ 291,900 平成19年7月31日

0000112254 オリバー応接アームチェアー ｓｓｆ－５９９．ＡＣ．Ｋ 50,400 平成19年10月15日

0000112255 オリバー応接アームチェアー ｓｓｆ－５９９．ＡＣ．Ｋ 50,400 平成19年10月15日

0000112256 オリバー応接ソファー ｓｓｆ－５９９．ＳＦ．Ｋ 77,700 平成19年10月15日

0000112257 オリバー応接テーブル ｓｓｆ－２０４０．Ｎ２．Ｂ 45,150 平成19年10月15日

0000112258 オリバー応接サイドテーブル ｓｓｆ－２０４０．Ｎ２．Ａ 36,330 平成19年10月15日

0000112259 アイリスチトセ書庫 ＦＧ４５－Ｄ３１０Ｓ 43,050 平成19年10月15日

0000112260 アイリスチトセ書庫 ＦＧ４５－Ｄ３１０Ｓ 43,050 平成19年10月15日

0000112261 アイリスチトセ軽量ラック Ｋ－６６４５－５ 34,335 平成19年10月15日

0000112262 アイリスチトセメタルラック ＭＲ－１５１８Ｊ 30,135 平成19年10月15日

0000112263 アイリスチトセ耐火金庫 ＣＫ－ＣＳ－７２Ａ 210,210 平成19年10月15日



備品番号 物品品名 物品規格 取得金額 取得年月日

0000112264 アイリスチトセシューズボックス ＡＳＣ－１２ＷＰＣ 51,345 平成19年10月15日

0000112265 アイリスチトセ多目的椅子 ＬＩＷ－２００Ｓ－Ｖ 61,110 平成19年10月15日

0000112266 アイリスチトセ　ピンレスボード ＳＰＬ－３６ＷＮ 31,815 平成19年10月15日

0000112267 アイリスチトセ　ホワイトボード ＧＭ－３６Ｗ 32,340 平成19年10月15日

0000112268 アイリスチトセ　シューズボックス ＡＳＣ－２４ 76,440 平成19年10月15日

0000112450 コクヨ両袖机 ＳＤ－ＢＳＮ１４７０ＤＶ３Ｆ１１ 57,750 平成19年10月17日

0000112451 コクヨ片袖机 ＳＤ－ＢＳＮ１０７ＬＣ３Ｆ１１ 34,230 平成19年10月17日

0000112452 コクヨ片袖机 ＳＤ－ＢＳＮ１０７ＬＣ３Ｆ１１ 34,230 平成19年10月17日

0000112453 コクヨ片袖机 ＳＤ－ＢＳＮ１０７ＬＣ３Ｆ１１ 34,230 平成19年10月17日

0000112454 コクヨ片袖机 ＳＤ－ＢＳＮ１０７ＬＣ３Ｆ１１ 34,230 平成19年10月17日

0000112455 コクヨ片袖机 ＳＤ－ＢＳＮ１０７ＬＣ３Ｆ１１ 34,230 平成19年10月17日

0000112456 コクヨ片袖机 ＳＤ－ＢＳＮ１０７ＬＣ３Ｆ１１ 34,230 平成19年10月17日

0000112457 コクヨ椅子肘付 ＣＲ－Ｇ４５３Ｆ６Ｊ８Ａ８－ＷＮＮ 34,650 平成19年10月17日

0000112458 コクヨキャビネット３段 ＢＷＮ－Ｌ３Ａ５９Ｆ１ 41,580 平成19年10月17日

0000112459 コクヨ　トレーユニット ＢＷＮ－ＰＡ３５９Ｆ１ 49,665 平成19年10月17日

0000112460 コクヨ　トレーユニット ＢＷＮ－ＰＡ３５９Ｆ１ 49,665 平成19年10月17日

0000112461 コクヨ　スライドボード ＢＢ－Ｗ４５６Ｔ 153,510 平成19年10月17日

0000112462 応接ソファー３人掛け
オリバーＳＳＦ－３９６８．Ｎ２ＳＦ．ＡＬ
－０１ 153,510 平成19年10月12日

0000112463 応接ソファー３人掛け
オリバーＳＳＦ－３９６８．Ｎ２ＳＦ．ＡＬ
－０１ 153,510 平成19年10月12日

0000112464 応接ソファー３人掛け
オリバーＳＳＦ－３９６８．Ｎ２ＳＦ．ＡＬ
－０１ 153,510 平成19年10月12日

0000112465 応接ソファー３人掛け
オリバーＳＳＦ－３９６８．Ｎ２ＳＦ．ＡＬ
－０１ 153,510 平成19年10月12日

0000112466 応接ソファー３人掛け
オリバーＳＳＦ－３９６８．Ｎ２ＳＦ．ＡＬ
－０１ 153,510 平成19年10月12日

0000112467 応接ソファー３人掛け
オリバーＳＳＦ－３９６８．Ｎ２ＳＦ．ＡＬ
－０１ 153,510 平成19年10月12日

0000112468 応接ソファー３人掛け
オリバーＳＳＦ－３９６８．Ｎ２ＳＦ．ＡＬ
－０１ 153,510 平成19年10月12日

0000112469 応接ソファー３人掛
オリバーＳＳＦ－３９６８．Ｎ２ＳＦ．ＡＬ
－０１ 65,205 平成19年10月12日

0000112470 応接ソファー１人掛
オリバーＳＳＦ－３９６８．Ｎ２．ＡＣ．Ａ
Ｌ－０１ 39,585 平成19年10月12日

0000112471 応接ソファー１人掛
オリバーＳＳＦ－３９６８．Ｎ２．ＡＣ．Ａ
Ｌ－０１ 39,585 平成19年10月12日

0000112472 応接ソファー１人掛
オリバーＳＳＦ－３９６８．Ｎ２．ＡＣ．Ａ
Ｌ－０１ 39,585 平成19年10月12日

0000112473 応接ソファー１人掛
オリバーＳＳＦ－３９６８．Ｎ２．ＡＣ．Ａ
Ｌ－０１ 39,585 平成19年10月12日

0000112474 応接ソファー１人掛
オリバーＳＳＦ－３９６８．Ｎ２．ＡＣ．Ａ
Ｌ－０１ 39,585 平成19年10月12日

0000112475 応接ソファー１人掛
オリバーＳＳＦ－３９６８．Ｎ２．ＡＣ．Ａ
Ｌ－０１ 39,585 平成19年10月12日

0000112476 応接ソファー１人掛
オリバーＳＳＦ－３９６８．Ｎ２．ＡＣ．Ａ
Ｌ－０１ 39,585 平成19年10月12日

0000112477 応接ソファー１人掛
オリバーＳＳＦ－３９６８．Ｎ２．ＡＣ．Ａ
Ｌ－０１ 39,585 平成19年10月12日

0000112478 応接ソファー１人掛
オリバーＳＳＦ－３９６８．Ｎ２．ＡＣ．Ａ
Ｌ－０１ 39,585 平成19年10月12日

0000112479 応接ソファー１人掛
オリバーＳＳＦ－３９６８．Ｎ２．ＡＣ．Ａ
Ｌ－０１ 39,585 平成19年10月12日

0000112480 応接ソファー１人掛
オリバーＳＳＦ－３９６８．Ｎ２．ＡＣ．Ａ
Ｌ－０１ 39,585 平成19年10月12日



備品番号 物品品名 物品規格 取得金額 取得年月日

0000112481 応接ソファー１人掛
オリバーＳＳＦ－３９６８．Ｎ２．ＡＣ．Ａ
Ｌ－０１ 39,585 平成19年10月12日

0000112482 応接テーブル ＳＬＴ－８１．Ｎ２Ｔ楕円 31,815 平成19年10月12日

0000112483 応接テーブル ＳＬＴ－８１．Ｎ２Ｔ楕円 31,815 平成19年10月12日

0000112484 応接テーブル ＳＬＴ－８１．Ｎ２Ｔ楕円 31,815 平成19年10月12日

0000112485 応接テーブル ＳＬＴ－８１．Ｎ２Ｔ楕円 31,815 平成19年10月12日

0000112486 応接テーブル ＳＬＴ－８１．Ｎ２Ｔ楕円 31,815 平成19年10月12日

0000112487 応接テーブル ＳＬＴ－８１．Ｎ２Ｔ楕円 31,815 平成19年10月12日

0000112488 応接テーブル ＳＬＴ－８１．Ｎ２Ｔ楕円 31,815 平成19年10月12日

0000112489 応接テーブル ＳＬＴ－８１．Ｎ２Ｔ楕円 31,815 平成19年10月12日

0000112490 ベンチ オリバーＳＳＢ－８１１ 46,830 平成19年10月30日

0000112491 ベンチ オリバーＳＳＢ－８１１ 46,830 平成19年10月30日

0000112492 応接アームチェアー ＳＳＦ－５５９．ＡＣ．Ｋ 50,400 平成19年10月30日

0000112493 ミーティングテーブル ＺＦＴ－１８４５Ｍ 36,330 平成19年10月12日

0000112494 ミーティングテーブル ＺＦＴ－１８４５Ｍ 36,330 平成19年10月12日

0000112495 ミーティングテーブル ＺＦＴ－１８４５Ｍ 36,330 平成19年10月12日

0000112496 ミーティングテーブル ＺＦＴ－１８４５Ｍ 36,330 平成19年10月12日

0000112497 ミーティングテーブル ＺＦＴ－１８４５Ｍ 36,330 平成19年10月12日

0000112498 ミーティングテーブル ＺＦＴ－１８４５Ｍ 36,330 平成19年10月12日

0000112499 シューズボックス ＢＳ－ＬＬ１２Ｈ 40,950 平成19年10月15日

0000112500 デスク ＢＤ－ＣＪ－１０７－３ 37,380 平成19年10月15日

0000112501 薬品庫 ＨＫ－５４－Ｌ１ 130,410 平成19年10月15日

0000112502 カルテ棚 ＫＪ－０１５３－１０ 58,800 平成19年10月15日

0000112503 デスク ＢＤ－ＣＪ－１０７－３ 37,380 平成19年10月15日

0000112505 ロッカー ＫＬ－４７ 36,540 平成19年10月15日

0000112506 ロッカー ＫＬ－４７ 36,540 平成19年10月15日

0000112507 ロッカー ＫＬ－４７ 36,540 平成19年10月15日

0000112508 ロッカー ＫＬ－４７ 36,540 平成19年10月15日

0000112509 ロビーチェア ＮＬ－ＭＣ－１９１８Ｅ 49,350 平成19年10月15日

0000112510 アイリスチトセ椅子 クレストＷＡ－１ 30,135 平成19年10月15日

0000112511 アイリスチトセ椅子 クレストＷＡ－１ 30,135 平成19年10月15日

0000112512 アイリスチトセ椅子 クレストＷＡ－１ 30,135 平成19年10月15日

0000112513 アイリスチトセ椅子 クレストＷＡ－１ 30,135 平成19年10月15日

0000112514 アイリスチトセ椅子 クレストＷＡ－１ 30,135 平成19年10月15日

0000112515 アイリスチトセ椅子 クレストＷＡ－１ 30,135 平成19年10月15日

0000112516 アイリスチトセ椅子 クレストＷＡ－１ 30,135 平成19年10月15日

0000112517 アイリスチトセ椅子 クレストＷＡ－１ 30,135 平成19年10月15日

0000112518 アイリスチトセ椅子 クレストＷＡ－１ 30,135 平成19年10月15日

0000112519 アイリスチトセ椅子 クレストＷＡ－１ 30,135 平成19年10月15日

0000112520 アイリスチトセ椅子 クレストＷＡ－１ 30,135 平成19年10月15日

0000112521 アイリスチトセ椅子 クレストＷＡ－１ 30,135 平成19年10月15日

0000112522 ミーティングテーブル ＣＡ－Ａ１２０ 38,850 平成19年9月28日

0000112526 座卓 ＺＴ－９６４２ 56,490 平成19年9月28日

0000112527 座卓 ＺＴ－９６４２ 56,490 平成19年9月28日

0000112531 スタンドボード ＧＬＷＮ－３６ＷＮ 63,735 平成19年9月28日

0000112549 特殊浴槽 パンジーⅡ　ＰＮＳ－２１ 1,711,500 平成19年10月20日

0000112551 食堂用テーブル Ｄ－１６５０－Ｃ 70,875 平成19年10月30日

0000112552 食堂用テーブル Ｄ－１６５０－Ｃ 70,875 平成19年10月30日

0000112553 食堂用テーブル Ｄ－１６５０－Ｃ 70,875 平成19年10月30日

0000112554 食堂用テーブル Ｄ－１６５０－Ｃ 70,875 平成19年10月30日

0000112555 食堂用テーブル Ｄ－１６５０－Ｃ 70,875 平成19年10月30日



備品番号 物品品名 物品規格 取得金額 取得年月日

0000112556 食堂用テーブル Ｄ－１６５０－Ｃ 70,875 平成19年10月30日

0000112557 食堂用テーブル Ｄ－１６５０－Ｃ 70,875 平成19年10月30日

0000112558 食堂用テーブル Ｄ－１６５０－Ｃ 70,875 平成19年10月30日

0000112559 食堂用テーブル Ｄ－１６５０－Ｃ 70,875 平成19年10月30日

0000112560 食堂用テーブル Ｄ－１６５０－Ｃ 70,875 平成19年10月30日

0000112561 食堂用テーブル Ｄ－１６５０－Ｃ 70,875 平成19年10月30日

0000112562 食堂用テーブル Ｄ－１６５０－Ｃ 70,875 平成19年10月30日

0000112563 食堂用テーブル Ｄ－１６５０－Ｃ 70,875 平成19年10月30日

0000112564 食堂用テーブル Ｄ－１６５０－Ｃ 70,875 平成19年10月30日

0000112565 食堂用テーブル Ｄ－１６５０－Ｃ 70,875 平成19年10月30日

0000112566 食堂用テーブル Ｄ－１６５０－Ｃ 70,875 平成19年10月30日

0000112567 食堂用テーブル Ｄ－１６５０－Ｃ 70,875 平成19年10月30日

0000112568 食堂用テーブル Ｄ－１６５０－Ｃ 70,875 平成19年10月30日

0000112569 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112570 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112571 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112572 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112574 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112575 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112576 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112577 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112578 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112579 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112580 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112581 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112582 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112583 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112584 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112585 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112586 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112587 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112588 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112589 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112590 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112591 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112592 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112593 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112594 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112595 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112596 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112597 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112598 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112599 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112600 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112601 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112602 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112603 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112604 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112605 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112606 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日



備品番号 物品品名 物品規格 取得金額 取得年月日

0000112607 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112608 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112609 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112610 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112611 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112612 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112613 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112614 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112615 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112616 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112617 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112618 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112619 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112620 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112621 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112622 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112623 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112624 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112625 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112626 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112627 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112628 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112629 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112630 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112631 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112632 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112633 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112634 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112635 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112636 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112637 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112638 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112639 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112640 食堂用肘付椅子 Ｃ－２３１０－Ｓ 26,614 平成19年10月30日

0000112653 冷蔵庫 日立ＲＳ４３ＷＭ（ＳＲ） 107,000 平成19年10月30日

0000112654 冷蔵庫 日立ＲＷ３７０（ＳＳ） 103,599 平成19年10月30日

0000112683 ヨド物置
エルモシャッター　Ａ－２５１８ＨＦ一般基
本棟 141,897 平成19年11月8日

0000112684 ヨド物置
エルモシャッター　Ａ－２５１８ＨＦ一般追
加棟 123,627 平成19年11月8日

0000112714 工作台 ＹＧ－６０ 124,950 平成19年9月28日

0000112715 工作台 ＹＧ－６０ 124,950 平成19年9月28日

0000112716 工作台 ＹＧ－６０ 124,950 平成19年9月28日

0000112756 モーター付ベッド Ｔ－ＦＣ－２５２ 70,010 平成19年10月30日

0000112757 モーター付ベッド Ｔ－ＦＣ－２５２ 70,010 平成19年10月30日

0000112758 モーター付ベッド Ｔ－ＦＣ－２５２ 70,010 平成19年10月30日

0000112759 モーター付ベッド Ｔ－ＦＣ－２５２ 70,010 平成19年10月30日

0000112760 モーター付ベッド Ｔ－ＦＣ－２５２ 70,010 平成19年10月30日

0000112761 モーター付ベッド Ｔ－ＦＣ－２５２ 70,010 平成19年10月30日

0000112762 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112763 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日



備品番号 物品品名 物品規格 取得金額 取得年月日

0000112764 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112765 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112766 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112767 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112768 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112769 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112770 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112771 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112772 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112773 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112774 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112775 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112776 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112777 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112778 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112779 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112780 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112782 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112783 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112784 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112785 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112786 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112787 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112788 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112789 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112790 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112791 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112792 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112793 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112794 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112795 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112796 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112797 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112798 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112799 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112800 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112801 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112802 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112803 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112804 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112805 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112806 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112807 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112808 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112809 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112810 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112811 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112812 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112813 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112814 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日



備品番号 物品品名 物品規格 取得金額 取得年月日

0000112815 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112816 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112817 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112818 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112819 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112820 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112821 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112822 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112823 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112824 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112825 ベッド（モーター取付無） Ｔ－ＦＣ－２５２ 50,001 平成19年10月30日

0000112826 三洋全自動洗濯機 ＳＣＷ－５２７４ＷＨ 2,500,000 平成19年10月30日

0000112827 三洋全自動洗濯機 ＳＣＷ－５１０４ＳＡ 1,350,000 平成19年10月30日

0000112828 三洋全自動ガス乾燥機 ＳＣＤ－３３０３Ｇ 1,200,000 平成19年10月30日

0000112835 プラズマテレビ４２型 Ｐ４２－Ｈ０１ 164,640 平成19年10月30日

0000112836 プラズマテレビ４２型 Ｐ４２－Ｈ０１ 164,640 平成19年10月30日

0000112840 シャワー椅子Ｌ（ターンテーブルタイプ） ＣＡＴ－０１０１ 30,408 平成19年11月8日

0000112841 電動スクリーン ＥＴ－１５０ＶＷＧ１０３ 297,150 平成19年11月8日

0000112843 ワイヤレス装置
受信機・マイク・スピーカー・スタンド・
ケーブル等一式 264,600 平成19年10月30日

0000112845 軽量ストレッチャー ＡＬ－ＵＤ－１ 198,000 平成19年10月30日

0000112846 耐食スチールメッシュ棚 Ｗ９０８×Ｄ４５７×Ｈ１５９０ 48,930 平成19年10月30日

0000112847 耐食スチールメッシュ棚 Ｗ６０３×Ｄ４５７×Ｈ１５９０ 39,900 平成19年11月1日

0000112848 耐食スチールメッシュ棚 Ｗ６０３×Ｄ４５７×Ｈ１５９０ 39,900 平成19年11月1日

0000112849 耐食スチールメッシュ棚 Ｗ６０３×Ｄ４５７×Ｈ１５９０ 39,900 平成19年11月1日

0000112850 耐食スチールメッシュ棚 Ｗ６０３×Ｄ４５７×Ｈ１５９０ 39,900 平成19年11月1日

0000112851 エコベンチ オカムラ８２７６ＢＺＹ９６０ 35,490 平成19年11月1日

0000112852 エコベンチ オカムラ８２７６ＢＺＹ９６０ 35,490 平成19年11月1日

0000112853 エコベンチ オカムラ８２７６ＢＺＹ９６０ 35,490 平成19年11月1日

0000112854 エコベンチ オカムラ８２７６ＢＺＹ９６０ 35,490 平成19年11月1日

0000112855 エコベンチ オカムラ８２７６ＢＺＹ９６０ 35,490 平成19年11月1日

0000112856 エコベンチ オカムラ８２７６ＢＺＹ９６０ 35,490 平成19年11月1日

0000112857 １人用背付チェア オカムラ２３６５ＺＡ－Ｐ６１５ 39,586 平成19年11月1日

0000112858 １人用背付チェア オカムラ２３６５ＺＡ－Ｐ６１５ 39,586 平成19年11月1日

0000112859 ２人用背付チェア オカムラ２３６５ＺＧ－Ｐ６１５ 61,215 平成19年11月1日

0000112860 ３人用背付チェア オカムラ２３６５ＺＬ－Ｐ６１５ 54,075 平成19年11月1日

0000112861 テーブル オカムラ２３６５－Ｗ５６１ 53,445 平成19年11月1日

0000112870 遮光カーテン ５４００×７４００ 129,600 平成19年11月10日

0000112871 遮光カーテン ５４００×７４００ 129,600 平成19年11月10日

0000112872 レースカーテン ５４００×７３９０ 129,600 平成19年11月10日

0000112873 レースカーテン ５４００×７３９０ 129,600 平成19年11月10日

0000112874 電動カーテンレール Ｗ１００００（シングル天井付け） 129,600 平成19年11月10日

0000112875 会議用テーブル ８１８４ＡＸＭＧ６１ 30,135 平成19年10月12日

0000112876 会議用テーブル ８１８４ＡＸＭＧ６１ 30,135 平成19年10月12日

0000112877 会議用テーブル ８１８４ＡＸＭＧ６１ 30,135 平成19年10月12日

0000112878 会議用テーブル ８１８４ＡＸＭＧ６１ 30,135 平成19年10月12日

0000112879 会議用テーブル ８１８４ＡＸＭＧ６１ 30,135 平成19年10月12日

0000112880 会議用テーブル ８１８４ＡＸＭＧ６１ 30,135 平成19年10月12日

0000112881 会議用テーブル ８１８４ＡＸＭＧ６１ 30,135 平成19年10月12日

0000112882 会議用テーブル ８１８４ＡＸＭＧ６１ 30,135 平成19年10月12日



備品番号 物品品名 物品規格 取得金額 取得年月日

0000112883 会議用テーブル ８１８４ＡＸＭＧ６１ 30,135 平成19年10月12日

0000112884 会議用テーブル ８１８４ＡＸＭＧ６１ 30,135 平成19年10月12日

0000112885 会議用テーブル ８１８４ＡＸＭＧ６１ 30,135 平成19年10月12日

0000112886 会議用テーブル ８１８４ＡＸＭＧ６１ 30,135 平成19年10月12日

0000112887 会議用テーブル（幕板付き） ８１８４ＡＡＭＧ６１ 38,220 平成19年10月12日

0000112888 会議用テーブル（幕板付き） ８１８４ＡＡＭＧ６１ 38,220 平成19年10月12日

0000112889 会議用テーブル（幕板付き） ８１８４ＡＡＭＧ６１ 38,220 平成19年10月12日

0000112890 会議用テーブル（幕板付き） ８１８４ＡＡＭＧ６１ 38,220 平成19年10月12日

0000112937 物干し台 アルミ製石台セット 57,225 平成19年11月12日

0000112938 物干し台 アルミ製石台セット 57,225 平成19年11月12日

0000112939 物干し台 アルミ製石台セット 57,225 平成19年11月12日

0000112940 大型ダストボックス チトセ製　１３００×８５０×１２００ 117,600 平成19年11月12日

0000112941 背無木製ベンチ チトセ製　ＹＢ－７６Ｌ 41,790 平成19年11月12日

0000112942 背無木製ベンチ チトセ製　ＹＢ－７６Ｌ 41,790 平成19年11月12日

0000112943 背無木製ベンチ チトセ製　ＹＢ－７６Ｌ 41,790 平成19年11月12日

0000112944 背無木製ベンチ チトセ製　ＹＢ－７６Ｌ 41,790 平成19年11月12日

0000112945 掲示板 チトセ　ＰＳＰ－３６ 32,550 平成19年11月12日

0000112946 掲示板 チトセ　ＰＳＰ－３６ 32,550 平成19年11月12日

0000112947 掲示板 チトセ　ＰＳＰ－３６ 32,550 平成19年11月12日

0000112948 リサイクル　カートボックス チトセ　　５分類タイプ 96,600 平成19年11月12日

0000112949 強力パンチ コクヨ　ＰＮ－５５ 54,390 平成19年11月12日

0000112950 Ｍ．Ｓ　パウチ ＫＬＭ－Ｈ３２０Ｋ５ 99,960 平成19年11月12日

0000112952 オリバー　ベンチ ＳＳＢ－８１／Ｐ．Ｂ 47,250 平成19年11月12日

0000112953 オリバー　ベンチ ＳＳＢ－８１／Ｐ．Ｂ 47,250 平成19年11月12日

0000112954 日立　冷蔵庫 ＲＳ３１ＷＭＶ（Ｈ） 91,900 平成19年11月12日

0000112955 ラック・トレイディスペンサー　リフト付 シルバーシリンダー付　６０７２９００ 169,400 平成19年10月25日

0000112960 お掃除ボックス１６００ ５３３３４００ 50,000 平成19年10月25日

0000112988 消毒器 ｋ－９０５ 31,500 平成19年11月20日

0000112989 湯呂タオルスチーマー Ｔ－１００ 66,150 平成19年11月20日

0000113018 ＡＶテーブル Ｍ－ＴＶ６５Ｍ 30,450 平成19年11月20日

0000113019 食器戸棚 Ｗ８３０×Ｄ４５０×Ｈ１８００ 95,750 平成19年11月20日

0000113020 浴室戸棚 Ｗ７００×Ｄ４５０×Ｈ１５００ 52,500 平成19年11月20日

0000113021 下駄箱 Ｗ９２０×Ｄ３５０×Ｈ１２００ 78,750 平成19年11月20日

0000113022 食器戸棚 Ｗ８００×Ｄ４５０×Ｈ１８００ 99,750 平成19年11月20日

0000113099 ２Ｆホールカーテン（西） 防炎７６４５イエロー 99,960 平成19年11月30日

0000113100 ２Ｆホールカーテン（南） 防炎７６４５イエロー 68,250 平成19年11月30日

0000113101 ピンレスボード ＳＰＬ－３６ＷＮ 31,815 平成19年11月30日

0000113106 折りたたみテーブル １２０×１２０×７０ 60,900 平成19年11月30日

0000113107 折りたたみテーブル １２０×１２０×７０ 60,900 平成19年11月30日

0000113711 アップライトピアノ ＥＡＲＬ　ＷＩＮＤＯＷＲ　消音付 250,000 平成19年10月30日

0000113796 カード整理棚
Ｗ８５０×Ｄ３３５×Ｈ１０００（カード数
７２枚） 91,350 平成19年12月26日

0000113833 上がり段 １５００×３５０×２００ 51,000 平成19年12月28日

0000113834 薬品戸棚 ７００×４５０×１８００ 175,000 平成19年12月28日

0000113943 理容用椅子 理容用椅子 100,000 平成19年11月5日

0000113944 掛時計 電波・ソーラー 70,000 平成19年11月8日

0000114764 スポークカバー付自走車椅子 ４０ｃｍ巾（ＭＷ－２８Ｆ） 16,500 平成19年2月23日

0000115205 衝立 クロスパネルＥＰ－Ｆ１５１２Ｍ 34,125 平成20年3月3日

0000115206 衝立 クロスパネルＥＰ－Ｆ１５１２Ｍ 34,125 平成20年3月3日

0000115207 衝立 クロスパネルＥＰ－Ｆ１５１２Ｍ 34,125 平成20年3月3日



備品番号 物品品名 物品規格 取得金額 取得年月日

0000115258 オーブンレンジ ＮＥ－Ｆ２３Ａ－Ｓ 56,175 平成20年2月28日

0000115259 飯台 さわら製 34,587 平成20年2月28日

0000115260 ミーティングテーブル １８００×６００×７００ 99,750 平成20年2月28日

0000115476 衝立 Ｎ－６１３（３枚用） 36,750 平成20年3月10日

0000124875 軽乗用車
ミツビシ　ステーションワゴン　５８０セ９
２８７ 826,350 平成21年3月17日

0000181890 発電機 発電機（本田技研工業製　ＥＵ５５ｉｓＮ） 322,920 平成27年9月7日

0000181891 発電機 発電機（本田技研工業製　ＥＵ５５ｉｓＮ） 322,920 平成27年9月7日

0000196044 車椅子 カワムラサイクル製　ＫＡシリーズ 90,000 平成29年12月22日

0000196045 車椅子 カワムラサイクル製　ＫＡシリーズ 90,000 平成29年12月22日

0000276633 自動体外式除細動器（ＡＥＤ） 別紙仕様書のとおり 95,480 令和6年7月31日

K-0009 分煙機山武製ＦＮＢ７７０ＣＬ 13,920 平成18年11月6日

K-0010 分煙機山武製ＦＮＢ７７０ＣＬ 13,920 平成18年11月6日

K-0196 あみだ像

K-0197 経机

K-0198 仏具一式

K-0211 長椅子

K-0214 血圧計

K-0216 スチールワゴン

K-0218 診察台ベット

K-0221 薬用10段引き出しBOX

K-0223 当直用ベッド

K-0225 サイドテーブル

K-0226 サイドテーブル

K-0481 姿見鏡

K-0482 姿見鏡

K-0613 脚立中

K-0614 脚立小

K-0616 荷車

K-0621 物置イナバMGX-10B

K-0622 物置イナバMGX-11B

K-0649 サイドテーブル

K-0650 サイドテーブル

K-0841 印箱中

K-0842 印箱個人印

K-0845 国旗

K-0846 静岡市旗

K-0847 三方

K-0848 三方

K-0999 経机（小）

K-1038 血圧計椅子

K-1160 テレビ台 18,000 平成19年5月11日

K-1209 掃除機（MC-K7J-R） 26,675 平成19年10月10日

K-1210 掃除機（MC-K7J-R） 26,675 平成19年10月10日

K-1215 掃除機（MC-K7J-R） 26,675 平成19年10月10日

K-1216 掃除機（MC-K7J-R） 26,675 平成19年10月10日

K-1217 掃除機（MC-K7J-R） 26,675 平成19年10月10日

K-1221 アイリスチトセ軽量ラック 24,570 平成19年10月15日

K-1222 アイリスチトセ軽量ラック 24,570 平成19年10月15日
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K-1224 アイリスチトセ傘立 24,150 平成19年10月15日

K-1243 アイリスチトセ傘立 24,150 平成19年10月15日

K-1244 アイリスチトセ傘立 24,150 平成19年10月15日

K-1245 アイリスチトセ傘立 22,050 平成19年10月15日

K-1263 リネンカート 11,235 平成19年9月28日

K-1264 リネンカート 11,235 平成19年9月28日

K-1265 リネンカート 11,235 平成19年9月28日

K-1266 リネンカート 11,235 平成19年9月28日

K-1267 リネンカート 11,235 平成19年9月28日

K-1268 リネンカート 11,235 平成19年9月28日

K-1292 アイリスチトセテーブル 22,260 平成19年10月22日

K-1293 アイリスチトセテーブル 22,260 平成19年10月22日

K-1294 アイリスチトセテーブル 22,260 平成19年10月22日

K-1295 アイリスチトセ椅子 22,785 平成19年10月22日

K-1296 アイリスチトセ椅子 22,785 平成19年10月22日

K-1297 アイリスチトセ椅子 22,785 平成19年10月22日

K-1298 アイリスチトセ椅子 22,785 平成19年10月22日

K-1299 アイリスチトセ椅子 22,785 平成19年10月22日

K-1300 アイリスチトセ椅子 22,785 平成19年10月22日

K-1301 アイリスチトセ椅子 22,785 平成19年10月22日

K-1302 ミーティングチェアー 10,584 平成19年10月12日

K-1303 ミーティングチェアー 10,584 平成19年10月12日

K-1304 ミーティングチェアー 10,584 平成19年10月12日

K-1305 ミーティングチェアー 10,584 平成19年10月12日

K-1306 ミーティングチェアー(四足） 15,015 平成19年10月12日

K-1307 ミーティングチェアー(四足） 15,015 平成19年10月12日

K-1308 ミーティングチェアー(四足） 15,015 平成19年10月12日

K-1309 ミーティングチェアー(四足） 15,015 平成19年10月12日

K-1310 ミーティングチェアー(四足） 15,015 平成19年10月12日

K-1311 ミーティングチェアー(四足） 15,015 平成19年10月12日

K-1312 ミーティングチェアー(四足） 15,015 平成19年10月12日

K-1313 ミーティングチェアー(四足） 15,015 平成19年10月12日

K-1314 ミーティングチェアー(四足） 15,015 平成19年10月12日

K-1315 ミーティングチェアー(四足） 15,015 平成19年10月12日

K-1316 ミーティングチェアー(四足） 15,015 平成19年10月12日

K-1317 ミーティングチェアー(四足） 15,015 平成19年10月12日

K-1318 ミーティングチェアー(四足） 15,015 平成19年10月12日

K-1319 ミーティングチェアー(四足） 15,015 平成19年10月12日

K-1320 ミーティングチェアー(四足） 15,015 平成19年10月12日

K-1321 ミーティングチェアー(四足） 15,015 平成19年10月12日

K-1322 ミーティングチェアー(四足） 15,015 平成19年10月12日

K-1323 ミーティングチェアー(四足） 15,015 平成19年10月12日

K-1324 ホワイトボード（壁掛用） 29,400 平成19年10月12日

K-1325 シューズボックス 28,350 平成19年10月15日

K-1329 コクヨ脇机 27,090 平成19年10月17日

K-1330 コクヨ脇机 27,090 平成19年10月17日

K-1332 コクヨ脇机 27,090 平成19年10月17日

K-1333 コクヨテーブル 25,830 平成19年10月17日

K-1335 コクヨ肘付無 22,890 平成19年10月17日

K-1336 コクヨ肘付無 22,890 平成19年10月17日
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K-1337 コクヨ肘付無 22,890 平成19年10月17日

K-1339 コクヨ肘付無 22,890 平成19年10月17日

K-1340 コクヨ肘付無 22,890 平成19年10月17日

K-1341 オープン書庫 20,475 平成19年10月17日

K-1342 オープン書庫 20,475 平成19年10月17日

K-1343 オープン書庫 20,475 平成19年10月17日

K-1344 オープン書庫 20,475 平成19年10月17日

K-1345 オープン書庫２列 24,780 平成19年10月17日

K-1351 コクヨ引違い書庫 17,850 平成19年10月17日

K-1808 折りたたみ座卓 21,945 平成19年10月12日

K-1809 折りたたみ座卓 21,945 平成19年10月12日

K-1810 折りたたみ座卓 21,945 平成19年10月12日

K-1811 折りたたみ座卓 21,945 平成19年10月12日

K-1812 チェアー専用台車 17,640 平成19年10月12日

K-1813 チェアー専用台車 17,640 平成19年10月12日

K-1814 チェアー専用台車 17,640 平成19年10月12日

K-1815 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1816 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1817 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1818 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1819 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1820 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1821 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1822 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1823 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1824 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1825 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1826 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1827 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1828 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1829 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1830 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1831 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1832 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1833 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1834 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1835 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1836 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1837 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1838 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1839 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1840 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1841 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1842 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1843 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1844 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1845 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1846 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1847 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1848 チェアー 10,710 平成19年10月12日



備品番号 物品品名 物品規格 取得金額 取得年月日

K-1849 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1850 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1851 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1852 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1853 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1854 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1855 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1856 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1857 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1858 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1859 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1860 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1861 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1862 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1863 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1864 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1865 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1866 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1867 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1868 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1869 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1870 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1871 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1872 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1873 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1874 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1875 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1876 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1877 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1878 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1879 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1880 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1881 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1882 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1883 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1884 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1885 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1886 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1887 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1888 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1889 チェアー 10,710 平成19年10月12日

K-1903 台車101アイケーキャリー 13,000 平成19年10月25日

K-1911 ロッカー＝４人用 28,350 平成19年11月5日

K-2004 折りたたみ台車 18,900 平成19年11月5日

K-2005 折りたたみ台車 18,900 平成19年11月5日

K-2006 折りたたみ台車 11,340 平成19年11月5日

K-2007 折りたたみ台車 11,340 平成19年11月5日

K-2075 テレビ台 19,425 平成19年11月8日

K-2076 テレビ台 19,425 平成19年11月8日

K-2077 テレビ台 19,425 平成19年11月8日



備品番号 物品品名 物品規格 取得金額 取得年月日

K-2078 テレビ台 19,425 平成19年11月8日

K-2079 テレビ台 19,425 平成19年11月8日

K-2080 ヨコ型ブラインド 26,800 平成19年11月16日

K-2081 ヨコ型ブラインド 26,800 平成19年11月16日

K-2082 ヨコ型ブラインド 26,800 平成19年11月16日

K-2083 ヨコ型ブラインド 26,800 平成19年11月16日

K-2084 ヨコ型ブラインド 26,800 平成19年11月16日

K-2085 ヨコ型ブラインド 26,800 平成19年11月16日

K-2086 窓用遮光カーテン 26,800 平成19年11月16日

K-2087 窓用遮光カーテン 26,800 平成19年11月16日

K-2093 カーテンレール 15,000 平成19年11月16日

K-2094 カーテンレール 15,000 平成19年11月16日

K-2097 間仕切りカーテン 14,700 平成19年11月30日

K-2098 間仕切りカーテン 14,700 平成19年11月30日

K-2099 間仕切りカーテン 21,000 平成19年11月30日

K-2100 間仕切りカーテン 11,550 平成19年11月30日

K-2102 ベルトパーテンション黄色 18,500 平成19年11月30日

K-2103 ベルトパーテンション黄色 18,500 平成19年11月30日

K-2107 女子更衣室レール 14,700 平成19年11月30日

K-2108 歩行補助車（ﾆｭｰｳｫｰｷﾝｸﾞⅢR601A） 寄附 平成27年6月17日

K-2109 月予定掲示板 26,880 平成19年11月30日

K-2110 月予定掲示板 16,170 平成19年11月30日

K-2111 エンボス専用ホルダー 13,500 平成19年12月26日

K-2119 ユーティリティーカート 27,000 平成19年12月26日

K-1275 会議室用椅子 平成19年9月28日

K-1276 会議室用椅子 平成19年9月28日

K-1277 会議室用椅子 平成19年9月28日

K-1278 会議室用椅子 平成19年9月28日

K-1279 会議室用椅子 平成19年9月28日

K-1280 会議室用椅子 平成19年9月28日

K-1281 会議室用椅子 平成19年9月28日

K-1282 会議室用椅子 平成19年9月28日

K-1283 会議室用椅子 平成19年9月28日

K-1284 会議室用椅子 平成19年9月28日

K-1285 会議室用椅子 平成19年9月28日

K-1286 会議室用椅子 平成19年9月28日

K-1287 会議室用椅子 平成19年9月28日

K-1288 会議室用椅子 平成19年9月28日

K-1289 会議室用椅子 平成19年9月28日

K-1290 会議室用椅子 平成19年9月28日

K-0627 テレビ台


